
成年後見制度の限界と
そのすき間を埋めるもの（ﾊﾟｰﾄⅡ）
～現場での工夫と取り組み事例から～



－ 1 －



－ 2 －



【回答】

－ 3 －



【回答】

－ 4 －



【回答】

－ 5 －



【回答】

－ 6 －



【回答】

－ 7 －



－ 8 －



【回答】

－ 9 －



【回答】

【回答】

－ 10 －



－ 11 －



【回答】

－ 12 －



【回答】

－ 13 －



【回答】

【回答】

－ 14 －



【回答】

－ 15 －



【回答】

－ 16 －



－ 17 －



【回答】

【回答】

－ 18 －



－ 19 －



◆シンポジウム関連資料は、ホームページで閲覧可能です。
　随時アップしていきます。

（アドレス）
http://www.with-kobe.or.jp/cgi-bin/news/index.cgi?mode=list&genre=22

で検索し へ。こうべ安心サポートセンター 資料室
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成年後見制度の相談・問い合わせ先

成年後見制度について

■神戸家庭裁判所　申立受付係（手続案内・申し立て受付）
管轄：神戸市全域（西区は明石支部でも可）、三木市、三田市
住所：神戸市兵庫区荒田町3－46－1

０７８‒５２１‒５９３０

■神戸家庭裁判所　明石支部　
管轄：明石市、神戸市西区（神戸家庭裁判所でも可）
住所：明石市天文町2－2－18

０７８‒９１２‒３２３３

■近畿税理士会
お近くの税理士にご相談ください。

■社団法人　成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部
住所：神戸市中央区楠町2－2－3　兵庫県司法書士会館内

０７８‒３４１‒８６９９
（相談専用。平日 13：00～16：00）

■一般社団法人 兵庫県社会福祉士会　権利擁護センター「ぱあとなあ兵庫」
住所：神戸市中央区坂口通2－１－18　兵庫県福祉センター内
 ０７８‒２２２‒８１０７

　        （平日 10：00～16：00）

お悩みは　にっこりにこにこ  ぱあとなあ

成年後見人など候補者の紹介、その他申し立て相談

■兵庫県弁護士会　「高齢者・障害者　権利擁護なんでも１１０番」
法律専門職（弁護士・司法書士）と福祉専門職（社会福祉士・精神保健福祉士）とがチームを組んで、
電話・ＦＡＸ相談に応じます（無料）。
ＦＡＸ相談には専用用紙がありますので、事務局（TEL：078－341－0550）へご確認ください。

  ０７８‒３６２‒００７４　　 ０７８‒３６２‒００８４
（毎月第３火曜日 13：00～16：00）

■兵庫県弁護士会　高齢者・障害者総合支援センター「たんぽぽ」
相談料：⑴ 来館・来所相談は、30分5,000円（税別）
　　　　　30分を超えた場合には15分ごとに2,500円を加算。
 ⑵ 出張相談は、１時間程度1万円（税別）＋交通費
　　　　　１時間を超えた場合には15分ごとに2,500円を加算。
 ※来館・来所・出張相談は予約制です。
 ※相談料は、法テラスの基準に従い免除となる場合もあります。
 ※電話相談の相談料は無料で予約も不要です。電話番号とファックス番号は専用回線がありますので、 
 　ご利用の方はたんぽぽ事務局（TEL：０７８－３４１－０５５０）へご確認ください。

住　所：神戸市中央区東川崎町1－1－3　神戸クリスタルタワー13階　兵庫県弁護士会分館内

神戸本部　 ０７８‒３４１‒０５５０/要予約（平日 10：00～12：00　13：00～16：30）
姫路支部　  ０７９‒２８６‒８２２２/要予約（同上）
尼崎支部　 ０６‒４８６９‒７６１３/要予約（同上）
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■障害者地域生活支援センター
お近くのセンターの所在については、各区役所保健福祉部あんしんすこやか係にお問い合わせ
ください。

障がいのある方の地域での生活支援について

■地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）
お近くのセンターの所在については、各区役所保健福祉部あんしんすこやか係にお問い合わせ
ください。

介護保険制度の利用、高齢者虐待への対応、成年後見制度の活用支援などについて

■各区役所保健福祉部あんしんすこやか係

身寄りがない方などの法定後見申し立てについて

成年後見制度の相談・利用支援

■神戸市成年後見支援センター
住所：神戸市中央区磯上通３丁目１－32
 こうべ市民福祉交流センター４階

０７８‒２７１‒５３２１
（平日 9：00～17：00）

任意後見制度の手続などについて

■神戸公証センター
住所：神戸市中央区明石町44番地　神戸御幸ビル5階

０７８‒３９１‒１１８０
 　（平日 9：00～17：00）

■明石公証センター
住所：明石市本町1－1－32　明石商工会館ビル3階

０７８‒９１２‒１４９９
 　（平日 9：00～17：00）

判断能力が不十分な高齢者、知的・精神障がい者の権利擁護相談

■こうべ安心サポートセンター
住所：神戸市中央区磯上通3丁目1－32
　　  こうべ市民福祉交流センター４階

０７８‒２７１‒３７４０
 　（平日 9：00～12：00　13：00～17：00）

成年後見制度の相談・問い合わせ先

成年後見制度について

■神戸家庭裁判所　申立受付係（手続案内・申し立て受付）
管轄：神戸市全域（西区は明石支部でも可）、三木市、三田市
住所：神戸市兵庫区荒田町3－46－1

０７８‒５２１‒５９３０

■神戸家庭裁判所　明石支部　
管轄：明石市、神戸市西区（神戸家庭裁判所でも可）
住所：明石市天文町2－2－18

０７８‒９１２‒３２３３

■近畿税理士会
お近くの税理士にご相談ください。

■社団法人　成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部
住所：神戸市中央区楠町2－2－3　兵庫県司法書士会館内

０７８‒３４１‒８６９９
（相談専用。平日 13：00～16：00）

■一般社団法人 兵庫県社会福祉士会　権利擁護センター「ぱあとなあ兵庫」
住所：神戸市中央区坂口通2－１－18　兵庫県福祉センター内
 ０７８‒２２２‒８１０７

　        （平日 10：00～16：00）

お悩みは　にっこりにこにこ  ぱあとなあ

成年後見人など候補者の紹介、その他申し立て相談

■兵庫県弁護士会　「高齢者・障害者　権利擁護なんでも１１０番」
法律専門職（弁護士・司法書士）と福祉専門職（社会福祉士・精神保健福祉士）とがチームを組んで、
電話・ＦＡＸ相談に応じます（無料）。
ＦＡＸ相談には専用用紙がありますので、事務局（TEL：078－341－0550）へご確認ください。

  ０７８‒３６２‒００７４　　 ０７８‒３６２‒００８４
（毎月第３火曜日 13：00～16：00）

■兵庫県弁護士会　高齢者・障害者総合支援センター「たんぽぽ」
相談料：⑴ 来館・来所相談は、30分5,000円（税別）
　　　　　30分を超えた場合には15分ごとに2,500円を加算。
 ⑵ 出張相談は、１時間程度1万円（税別）＋交通費
　　　　　１時間を超えた場合には15分ごとに2,500円を加算。
 ※来館・来所・出張相談は予約制です。
 ※相談料は、法テラスの基準に従い免除となる場合もあります。
 ※電話相談の相談料は無料で予約も不要です。電話番号とファックス番号は専用回線がありますので、 
 　ご利用の方はたんぽぽ事務局（TEL：０７８－３４１－０５５０）へご確認ください。

住　所：神戸市中央区東川崎町1－1－3　神戸クリスタルタワー13階　兵庫県弁護士会分館内

神戸本部　 ０７８‒３４１‒０５５０/要予約（平日 10：00～12：00　13：00～16：30）
姫路支部　  ０７９‒２８６‒８２２２/要予約（同上）
尼崎支部　 ０６‒４８６９‒７６１３/要予約（同上）
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